
フォトさんぽ

紹介したイベントなどの詳細  ▶ 沼田市  Facebook 公式アカウント「いいね ! 沼田市」

観光協会

4/24

から

缶バッジカプセルトイ

レバーを回すとカプセルの玩

具が出てくる「カプセルトイ」

が大人気。オリジナル缶バッ

ジなどを取りそろえています

玉原高原ペンション敷地内
4/28

雪ん子りんご掘り出し

冬の間雪の中に埋められていたりんごが掘り出されました。一定の

湿度によりみずみずしく、酸味が抜け甘みが引き立つと人気です

吹割渓谷

５月

中旬

新緑が映える吹割の滝

雪溶けで水量が多いこの時期

の滝は、豪快な水しぶきを上

げて迫力があり、新緑とのコ

ントラストが絶景です

市内飲食店・小売店

５月

から

テイクアウトで楽しく

飲食テイクアウトやデ

リバリーなど、家で楽

しく過ごせる店を市ＨＰ

で紹介しています

雨乞山

５月

中旬

河岸段丘を見下ろす

地理の教科書にも載る河岸段丘は、晴れた日には高い場所からはっ

きりと確認することができ、雨乞山は全景を見渡せます

玉原湿原

５月

中旬

水芭蕉の群生

ミズバショウが見頃を迎え、

湿地一面に広がりました。か

わいらしい白い花を咲かせ、

春の訪れを知らせました

沼田公園

４月

下旬

ツツジのじゅうたん

沼田公園のツツジが見頃を迎

え、赤やピンクのじゅうたん

を敷き詰めたような風景が広

がりました
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介護保険の利用者負担軽減などのお知らせ

対象要件

居住費の負担限度額
食費の負

担限度額ユニット

型個室

ユニット

型準個室

従来型

個室
多床室

生活保護受給者、
または老齢福祉年
金受給者で世帯全
員が市民税非課税
の人

820 円 490 円
490 円 

(320 円 )
０円 300 円

★世帯全員が市民
税非課税で、合計
所得金額と課税年
金収入額の合計が
80 万円以下の人

820 円 490 円
490 円

(420 円 )
370 円 390 円

★世帯全員が市民
税非課税で、上記
以外の人

1,310 円 1,310 円
1,310 円
(820 円 )

370 円 650 円

問合せ　介護高齢課介護保険係☎内線３１４６、３１４８

対象要件と基準費用額（日額）

※ ( ) 内の金額は介護老人福祉施設、短期入所生活介護の従来型
個室を利用した場合
※★は非課税年金（障害年金・遺族年金）の収入額を含めます

○居住費や食事の利用者負担軽減

　介護保険施設を利用する場合、申請して「介

護保険負担限度額認定証」の交付を受けると、

利用者負担限度額が軽減されます。現在、認定

証が交付されている人も７月 31 日（金）で有

効期限が切れますので、引き続き利用するには

再申請をしてください。

対象サービス　特別養護老人ホーム、介護老人

保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介

護老人福祉施設、ショートステイ

申請方法　申請書を介護高齢課介護保険係、ま

たは白沢・利根支所生活係へ

その他　次のいずれかに該当する場合は対象外

▽世帯内に市民税が課税されている人がいる▽

預貯金などが単身 1,000 万円、夫婦 2,000 万円

を超えている▽世帯分離している（住民票上世

帯が異なる）配偶者に市民税が課税されている

○社会福祉法人施設の利用者負担額軽減

　県が指定した社会福祉法人が運営する施設な

どでサービスを受ける場合、生活が困難な人に

対して利用者負担額が軽減されます。

対象サービス　短期入所生活介護、認知症対応

型通所介護、小規模多機能型居宅介護（以上、

介護予防を含む）、訪問介護、通所介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪

問介護、地域密着型通所介護、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機

能型居宅介護、介護福祉施設サービス、訪問型

サービス、通所型サービス

申請方法　申請書と収入や資産、扶養状況に関

する申告書を介護高齢課介護保険係へ

○居宅サービスの利用者負担助成

　収入が少なく、特に生活が困難な人

が介護保険の居宅サービスを利用する

場合、利用者負担の助成を行います。

助成期間　来年６月末日までを期間と

して、申請した月から助成

助成金額　対象サービスの自己負担額

の２分の１

申請方法　申請書と世帯の収入に関す

る届出書を介護高齢課介護保険係へ

対象要件 対象サービス

市内に住所があり、次の①～⑤の全
てに該当する人　　　　　　　　
①介護保険の要介護 ( 要支援 ) 認定
者、または総合事業対象者
②生計を同じくする世帯全員が市民
税非課税である
③世帯の前年分の収入が生活保護基
準を下回るか、それと同程度と認め
られる世帯である
④被保険者本人に課せられている保
険料などを滞納していない
⑤資産を活用しても、なお生活が困
窮の状態にある

訪問入浴介護／訪問看護／訪問リハ
ビリテーション／通所リハビリテー
ション／短期入所生活介護、短期入
所療養介護／福祉用具貸与、認知症
対応型通所介護／小規模多機能型居
宅介護
※上記は介護予防を含む
訪問介護／通所介護／定期巡回・随
時対応型訪問介護看護／夜間対応型
訪問介護／地域密着型通所介護／看
護小規模多機能型居宅介護／訪問型
サービス／通所型サービス

対象になる人の基準 軽減割合

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税、
または免除されている（生活保護受給者は除く）

50 ／ 100

世帯全員が市民税非課税、または免除されていて、
次の①～⑤の全てに該当する人（生活保護受給者
は除く）
①年間収入が単身世帯 150 万円以下で、世帯員が
1 人増えるごとに 50 万円を加算した額以下である
②預貯金や有価証券などの額が単身世帯 350 万円
以下で、世帯員が１人増えるごとに 100 万円を加
算した額以下である
③日常生活のために必要な資産以外に利用できる
資産などを持っていない
④負担能力のある親族などに扶養されていない
⑤介護保険料を滞納していない

25 ／ 100

生活保護受給者の個室の居住費（滞在費）のみ 100 ／ 100
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